
２０２４合格目標　民法・不登法２７点アップ特訓講座
司法書士

ＬＥＣ東京リーガルマインド 複製・頒布を禁じます
生講義用

根本　正次

R-S07-381

1

講座名

試験種

編

回数

テープ

科目

講師名回 講師

配布クラス 回収名称品目コード

配布/回収物

数

配布物はありません

種別 実施時間 収録

進行予定

講義 1:25 ○

休憩 0:10 ○

講義 1:25 ○

特記事項
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テープコード 

   

 

ｐ  

 

     2000万 

 Ａ          Ｂ 

 

 

      譲渡担保権 

  

3000万 

 

 

ｐ  

 

 

              完成猶予事由発生    更新事由発生・完成猶予事由終了 

  起算点           訴え提起        確定判決による権利の確定   時効完成 

 

 

 

                                    10年（169Ⅰ） 

 

 

ｐ  

 

   Ａ         Ｂ 

 

     仮差押え 

 

               

 

 

ｐ  

 

       100 万？ 

  Ａ             Ｂ 

   

     債務不存在確認訴訟 

    

   棄却を求める 

 

 

 

 100 万のうち 60 万払え 

  Ａ             Ｂ 

 

       60    40 

 

     時効の更新 

 

        時効の完成猶予 
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テープコード 

   

 

ｐ  

 

 債権者         債務者         債権者          債務者 

      

 

 

                                      物上保証人 

 

 

 

                         預金者          銀行 

 

                          

                                      銀行内の帳簿 

 

ｐ  

 

      地上権設定契約             地上権設定契約（無効が発覚）                

  Ａ              Ｂ       Ａ             Ｂ 

  

                      →                 占有 

 

 

 

 

 

ｐ  

 

                            占有 

                                Ｃ  

                                「Ａが通っているな・・」 

 

 

 

ｐ 抵当権の時効 

 

 
被担保債権の時効 抵当権自体の消滅時効 

時効期間 ５年又は１０年 ２０年 

起算点 省略 被担保債権の債務不履行時 

債務者・設定者が主張 〇 × 

第三取得者が主張 〇 〇（396） 

 

 

 

要役地       承役地 

   地役権 

 Ａ            Ｂ 
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テープコード 

   

 

   ｐ １３条３項 同意に代わる許可 

 

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかか

わらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

ｐ  

（理由） 

Ｂは、抵当権がついている土地を賃借する権利を時効取得したに過ぎず、これにより抵当権が影響を受ける

ことはない 

 

（上記事例との違い） 

「不動産の取得の登記をした者と上記登記後に当該不動産を時効取得に要する期間占有を継続した者との間

における相容れない権利の得喪にかかわるものであり、そのような関係にない抵当権者と賃借権者との間の

関係に係る本件とは事案を異にする。」 

 

 

 

   ｐ 

 

  債権消滅          物権消滅 

    

 

登記なくして主張〇 

 

（不動産に関する物権の変動の対抗要件） 

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）その

他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 


